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○津幡町全国大会等派遣費補助金交付要綱 

平成１５年１月２２日 

津幡町告示第３２号 

改正 平成２０年３月２４日津幡町告示第３２号 

平成２１年３月３０日津幡町告示第３３号 

平成２５年３月２５日津幡町告示第３３号 

平成２８年２月２２日津幡町告示第２２号 

（目的） 

第１条 本町の体育・スポーツ及び文化の振興を図るため、各種競技等の全国大会、又は北陸地

区以上の規模の大会に出場する者及び団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付する

ものとし、その交付に関しては、津幡町補助金交付規則（昭和４３年津幡町規則第３号）に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助金の交付対象等） 

第２条 補助金の交付対象となる大会、補助対象者及び補助金の額は、別表のとおりとする。た

だし、大会が石川県内で開催される場合の補助金の額は、町長が別に定める。 

（補助金の適用除外） 

第３条 前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を支給しない。 

（１） 県単位以上の予選、記録会又は選考会を経ずに出場する場合 

（２） 政治団体、宗教団体、競技流派団体又はこれに準ずる団体が主催する大会で参加資格

が特に限定される場合 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

（１） 経費の積算書 

（２） 大会の開催要項等大会の内容が記載された書類 

（３） 予選、記録会又は選考会の経緯を記載した書類 

（４） 大会にエントリーされたことを明らかにする書類 

（５） その他町長が必要と認める書類 

２ 申請は、出場する者が個人の場合は本人が、団体の場合は団体の代表者が行うものとする。

ただし、出場する者が未成年者である場合は、保護者又は所属団体の責任者とする。 
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（補助金の交付） 

第５条 補助金は、概算払により交付することができる。 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後１５日以内までに実績報告書に次に掲げる書

類を添えて、町長に報告しなければならない。 

（１） 収支報告書 

（２） 成績、結果等が記載された書類 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限りで効力を失うものとする。 

附 則（平成２０年３月２４日津幡町告示第３２号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３０日津幡町告示第３３号） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２５日津幡町告示第３３号） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２８年２月２２日津幡町告示第２２号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

大会名 交付対象者 補助金の額 

全国大会 町立の小・中学校の児童・生徒（町

外のクラブに所属する者は除く。以

下同じ。）で、出場した大会の大会

要項に規定された選手及び引率者

（３人以内）。ただし、スポーツク

ラブ等にあっては、同一年度内にお

次の１から４までにより算定した合算額

とする。 

１ 交通費 全額 

２ 宿泊費 補助金の交付対象者数に１

泊につき宿泊に要する実費と１万円の

いずれか少ない額に、宿泊数を乗じて
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いて１大会を限度とする。 得た額 

３ 派遣諸費 補助金の交付対象者数に

１日につき１，５００円を乗じて得た

額とし、１人当たり１万円を限度とす

る。 

４ その他町長が特に必要と認める経費 

北陸地区以上の規模

の大会 

町立の小・中学校の児童・生徒で、

出場した大会の大会要項に規定さ

れた選手及び引率者（３人以内）。

ただし、スポーツクラブ等にあって

は、同一年度内において１大会を限

度とする。 

次の１から４までにより算定した合算額

とする。 

１ 交通費 全額 

２ 宿泊費 補助金の交付対象者数に１

泊につき宿泊に要する実費と１万円の

いずれか少ない額に、宿泊数を乗じて

得た額 

３ 派遣諸費 補助金の交付対象者数に

１日につき１，５００円を乗じて得た

額とし、１人当たり５，０００円を限

度とする。 

４ その他町長が特に必要と認める経費 

全国青年大会 町内に居住し、津幡町青年団体協議

会に所属する者で、出場した大会の

大会要項に規定された選手及び引

率者（３人以内） 

宿泊費及び交通費の合算額が１人につき

４５，０００円以内で、限度額２７０万

円とする。 

備考 石川県その他の団体から補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除した額とす

る。 

 


